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■講演の概要

1――はじめに

道路の民営化は，道路管理者に経営

リスクをもたせたうえで，ユーザーから

料金を徴収し利益を追求させることか

ら，管理運営の効率化が期待される．

従って，民営化は効率化という観点か

ら道路ユーザーにメリットがあると思わ

れが，道路の設計・運営・管理に関わ

る真のコストを把握しなければ，民営化

の効果も把握できない．

本発表では道路インフラ有料化の原

理および，価格設定方法，さらに料金政

策導入の期待される効果を示す．この

研究はEU委員会，ドイツ運輸省，環境

省の委託の元，我々の研究所とスイスの

プログノス研究所が開発したモデルとデ

ータベースを用いて行ったものである．

2――費用会計と料金設定の原則

費用会計の原則は，運輸インフラの

運営主体のタイプにより異なる．運営

主体のタイプとしては，政府，公社，民

間企業などがある．本研究では道路イ

ンフラが国有企業により管理・運営さ

れる場合に限り検討を行う．道路管理

者が国有企業の場合，利益追求が企業

目的ではなく，一定のリスクは税を通じ

て国民にシフトされるが，基本的な費

用は利用者料金でまかなわれる．全て

の費用は3つの基本原則にもとづきユー

ザーに配分される．第一に世代間の平

等性．第二に様々なユーザータイプ間

での公平性，第三に将来のネットワーク

供給の可能性である．第三の原則にお

いては，国営企業における整備資金の

調達金利について考えることが必要で

ある．

これらの原理より3つの結論が導かれ

る．第一に総括原価会計スキームが適

用されるべきであり，運営費用あるい

は限界費用に基づくスキームでは不十

分である．第二に将来的に発生しうる

コストの把握が重要であり，需給の予

測を時系列的に行う必要がある．第三

に料金設定は需給バランスに基づいて

行う必要がある．需要量はユーザーの

支払い意志に依存し，全ての道路整備

において，ユーザーが当該道路に料金

を支払う意志を持つことが必要である．

3――料金の設定方法

まず，99年にEU委員会が制定した

利用者料金に関する法的フレームワー

クについて説明する．この指針において

は，インフラの平均コストをベンチマー

クとすることが決められている．外部費

用を含めることは禁止されており，利用

者料金はインフラ関連のコストのみに基

づき設定することとされている．これは，

たとえば環境費用などの外部コストは

利用者料金のスキームから分離すべき

であることを意味している．すなわち，

このEU指令は明確に料金と税を区別

している．

この指令の特徴は，利用者料金がイ

ンフラの平均コストをベンチマークとし

つつも，それからの乖離を許容してい

ることである．平均コストからの乖離が

許されるのは，第一にピーク，オフピー

クの時差料金，第二に環境負荷の高い

自動車への重課である．乖離の幅は，

ピーク時とオフピーク時の料金差は

100％を越えてはならないとしている．

また環境負荷の高い車と低い車の料金

差は50％を越えてはならないとしてい

る．これに基づきドイツ政府は2001年

に大型貨物車両に関する法律を整備し

た．この法律は両院を通過しているの

で2003年に導入されることとなってい

る．また，政府は道路，鉄道，内陸水

運というインフラ企業の要件について

の法律を立案している．ただし，この

法律はまだ両院を通過していないので，

ドイツでそのような輸送インフラを供給

する企業が設立されるかどうかは今の

ところ不明である．

次に，ドイツにおける料金設定の例

について説明する．本研究では，まず

道路の2000年における総資産価値を算

定し，これに基づき将来の純資産価値
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を予測した．次に2003年，2005年，

2010年における減価償却，および資本

に対する金利の予測を行った．これら

に基づき，道路ネットワーク全体での減

価償却費と金利負担を合算することで

将来のトータルコストが算定される．利

用者料金はこのトータルコストに基づき

算定され，平均コストからの乖離の計

算はカテゴリー別の自動車の環境パフ

ォーマンスに応じて算出されている．な

お，ドイツ政府は自動車の環境カテゴリ

ー，すなわち自動車からの排ガスの水

準にしか関心を示さず，混雑料金につ

いては関心を示さなかった．ここでは

ドイツ政府とEU委員会の立場の違いが

ある．EU委員会は道路料金の設定にお

いて交通渋滞を非常に重要視している．

費用会計においては，道路投資の要

素を次のように分解する．まず，地下お

よび土質工事，そのうえに凍結保護層

と他の保護層があり，その上に道路面

がくる．これらの要素を道路システムの

すべてのセクションにおいて計算し，そ

れらを積み上げてコストを算定する．さ

らに，すべてのジャンクション，橋梁，

トンネルについても要素ごとのコスト計

算を行う．これらは道路コストに関わる

全要素にわたる詳細なデータであり，

また，整備において必要とされる要素

は道路利用者の条件により異なってく

る．バーテンブルクベルグ州における

高速道路および主要道路を例として説

明する．各道路リンクのセクション長は

平均で3kmである．そしてジャンクショ

ン，トンネル，橋の費用がモデル化され

ている．すべてのセクション，橋，トン

ネルの品質についても測定値をデータ

化している．これらの品質は確率的に

分布していると仮定し，サービスの供

用可能性をマスター関数という確率変

数を含む関数で表している．これらの

品質を5段階でランク付けした．これよ

り，バーテンブルクベルグ州の高速道

路においては橋梁の品質が平均的に良

くないことがわかり，橋を緊急に架け

替えたり修理する必要があることが明

らかとなった．

つぎに整備年次別の橋梁の品質を分

析したところ（図―1），1960－70年代

に建設された橋は，現在30－40年しか

供用されていないが，その品質から判

断すると再投資が必要であることがわ

かった．このことは，減価償却の枠組

み自体をより柔軟なものとする必要があ

ることを意味している．なぜならこの減

価償却のスキームを固定とすると，当

初想定している資産の設計寿命および

初期経費しか会計上加味されないため

である．一般的に橋の寿命は60年とさ

れているが，この例では，多くの橋の

寿命はより短いことがわかる．マスター

関数を用いることでこれらの施設が壊

れる確率分布を取ることができるように

なり，実体としての施設寿命と減価償却

スキームを定量的に結びつけることが

可能となった．なお金利としては名目
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■図―1 Zustandsverteilung großer Betonbrüken nach Baujahr Stand : 2000
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金利を使っている．ある資産に対する

資本コストの要素をみると，寿命が短

い資産のコストはほとんど減価償却費

であり金利はそれほど重要ではない

（図―2）．一方，土質工事やトンネルの

寿命は約90年であり，その際の費用は

金利が支配的であって，減価償却はそ

れほど多くない（図―3）．これより，寿

命の長い資産については正確な金利を

与えることが重要となる．実際の資産

に関する実質金利は3％である．それ

に対し，物価上昇は約1％であるからド

イツの名目金利は4％となる．ただし，

将来的に建設業界の状況も改善される

ことが期待され，物価指数も上昇し，

金利が加速され2％になるものと考えら

れ，その結果2010年には名目金利は

5％となるであろう．

続いてランニングコストの構成につい

て説明する．ランニングコストは現在の

資産に関わる保守，修理，装置管理，

事務コスト，警察経費，交通整理の経

費から算出される．ここでは，以前の

会計に含まれていなかった新たな要素

が追加されている．それは料金収受シ

ステムに関するものである．ドイツの場

合，大型貨物車のみが料金を課金され

るため，料金収受システムに対して

100％その費用を支払う必要がある．

このようなコストの項目としては21の要

素があり，5つのステップで配分される．

これらは，車軸の負担コスト，交通容

量に関わるコスト，システム依存のコス

ト，配分に関わる共通のコストである．

道路に対するダメージコストは全体のコ

ストの一部にすぎないことが重要であ

る．大型貨物自動車は車軸・重量コス

トのほとんどに責任があるが，それは

トータルコストのほとんどを担うことを

意味しない．たとえば特定のシステムに

関するコストについては自家用車がトー

タルコストの幾分かを担う必要がある．

たとえば，大型貨物自動車のシステム

関連コストにおいては路盤の厚みが関

係してくる．それに対して，道路の幅や

長さには大型貨物自動車は関係なく，

道路の設計スピードに依存しており，ほ

ぼ，設計する曲線長で説明される．ド

イツにおける設計速度は130kmである

が，そのスピードで走るのは自家用車

だけであり，大型貨物車は80－85km

しかださない．ドイツの高速道路のセ

クションによっては130km以上出してお

り，そのような部分の設計に対して大型

貨物自動車がコストを払うことは理にか

なっていない．このような要素ごとのコ

ストを積み上げることで算出された費用

は，2003年の高速道路では75億ユー

ロである．また連邦の幹線道路に関し

ては77億ユーロで概ね同じである．た

だし，ドイツの高速道路は1万2千キロ

であるのに対し，幹線道路は4万4千キ

ロである．2003年の大型貨物車のコス

トは約34億ユーロであり全体の45％で

ある．料金収受システムに対するコスト

を差し引くと40％となる．それに対し

主要経路のトータルの大型貨物車の割

合は33％である．一般幹線道路におけ

る大型貨物車の割合は高速道路に比べ

て非常に低い．高速道路における大型

貨物自動車の平均コストを計算すると

15ユーロセント/kmである．一般道で

は倍になり，30ユーロセント/kmとなる．

この違いは多くの政治家を驚かせた

が，理由は単純で，幹線道路と比べ，

高速道路では年間走行距離がかなり長

いからである．つまり，高速道路にお

ける交通密度が高いと言うことである．

このような方法で2005年と2010年にお

けるコストも算出している．

4――料金政策導入の影響

これらのEU指令に則った平均コスト

においては車の環境パフォーマンスに

よる差別化はできない．環境パフォー

マンスは排気ガスの規格に基づいて示

されており，ユーロ0からユーロ5とい

う基準で示されている．ユーロ0および

ユーロ1は1995年に導入された．現在

義務づけられているのはユーロ3であ

り，これは2001年に導入されている．

ユーロ4は2007年末に導入される予定

であるが，ユーロ5は未定である．運

送業者は将来の規格導入を見越してお

り，これはすでに現在義務づけられて

いるユーロ3への対応状況からもわか
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る．2001年に販売される新車にはユー

ロ3が義務づけられているが，すでに

97年98年の時点において多くの運送事

業者はそれに対応する新たなテクノロ

ジーを導入済みである．

新たなテクノロジーを運送業者が義務

づけられる前に導入する理由は国から

の減税のインセンティブが存在するため

である．減税対策，将来のユーザー料

金といったコストの差を加味すると事前

に新たなテクノロジーを導入するインセ

ンティブが高まる．このようなインセンテ

ィブを考慮すると料金政策を最終的に

まとめることができる．高い評価の環境

カテゴリーに属するEEVはすでにシュツ

ッツガルトでバスに利用されているが，

その導入においても上記インセンティブ

が働いている．2010年にはこのEEV車

両は5％から8％のシェアとなるであろ

う．なお，現在の車両別の課金システ

ムにおいては，車軸に関するコストは識

別できるが，重量に関しては識別できな

いので，これについての関係をみてみ

る．ここでは車軸の数を3本までと4本

以上に分け，環境カテゴリーとの対応

をみてみると，カテゴリーAの軽量車両

は10セント，カテゴリーCでは15セント

であり，EU指令と対比させると，この

差は50％である．総重量が40tの大型

貨物車に対する課金は1kmあたり12セ

ントから18セントとなる．従って，大型

貨物自動車のレンジは1kmあたり10セ

ントから18セントの幅と言うことになる．

料金収受システムはすでに提案され

ている．このシステムはダイムラークラ

イスラー，デビス，コフィポートというフ

ランスの会社のコンソーシアムにより開

発されている．このコンソーシアムは，

複雑な入札制度を経て，現在この料金

システムの責任を担っている．この支

払いシステムは完全にGPS，GSMベー

スなので料金所は必要なく，支払いの

ために停止したり，スピードを落とす必

要はない．また，車両オーナーやドラ

イバーのプライバシーを保護するための

様々な支払い方法が可能である．これ

はまた，付加価値サービスの提供につ

ながる．支払いに関する情報が送信さ

れると同時に，ほかのサービスに関す

る情報も送信される．ここでは旅行前，

旅行中，旅行後のサービスを想定して

いる．たとえば，ドライバーは次のレス

トランがどこにあるかという情報も引き

出せる．

最後にシステム導入の影響について

説明する．この結果には4つの項目があ

る．1つは高速道路から2次経路へ交通

が拡散すると言うことである．2つ目は

道路から鉄道へ交通が移行するという

ことである．3つ目は運送業者の内部調

整が行われる．これはロジスティックス，

ラウンドトリップ，ローディングの要素変

化も含んでいる．4つ目は，車両を更新

するインセンティブである．ここでは2つ

目の道路から鉄道への移行にケースス

タディを示す．ここでは3つのシナリオ

についてインパクトを分析した．シナリ

オ1は大型貨物車に対して料金をそれ

ほど上げない場合，シナリオ2は，すで

にスイスで導入されているように道路料

金を上げ，将来の鉄道の品質は現状と

変わらない場合，3つ目は，鉄道におけ

るロジスティックの品質が抜本的に改善

される場合を想定している．ここでシ

ナリオ3の場合にのみ，道路から鉄道

への交通のシフトが実現されることがわ

かった．この結果はドイツの政策担当

者，および鉄道事業者の役員にとって

は残念な結果であるが，ロードプライシ

ングのみで交通が道路から鉄道に移行

することは可能ではないということが示

された．

5――結論

1．利用者料金を導入することで道路イ

ンフラのよりよい，そして安定した融

資を行うことができる．

2．高速道路に対する利用者料金の導

入は，より効率的な利用のインセンテ

ィブになる．その際，交通が道路か

ら鉄道に移行するのではなく運送業

者間の内部調整が進むことが期待さ

れる．

3．第三に高速道路の利用者料金を導

入することによりより環境に優しい品質

になる．これは運送業者のオペレー

ションの変化によるものでなく，車両

テクノロジーの変化によるものである．

この結果はEU委員会が支持している

利用者料金のマージナルコストに依

存してはいけないと言うことである．

明らかに限界費用スキームよりも新た

なテクノロジーへのインセンティブを

与える方が環境に優しいことになる．

4．第四は，上記の1から3のメリットを

相殺してしまう需要側のマイナスの反

応である．すなわち高速道路のみに

課金を行うと，交通がかえって2次経

路に流れてしまう．高速道路から2次

経路へは3％の交通のシフトが起こる

と予想される．ドイツ政府は3％は無

視できるといっているが，既存の2次

経路はすでに8％の交通を担ってお

り，その状態ですでに交通渋滞が発

生している．従って，新たな課題と

しては高速道路で導入したユーザー

チャージを幹線道路においても導入

することである．EU指令においても

一般道への適用について目下検討中

である．

（とりまとめ：運輸政策研究所　紀伊雅敦）
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